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1 ばじめに

1 被疑者国選事件については，「被疑者国選マニュアル（八日市場

日直用）」 も参照してください。

2 令状処理は原則として，八日市場簡裁の裁判官で行います。

庁名，職印等は簡裁のものを使用してください。

ヨ勾留請求における立件手続や勾留関係帳票の作成には｡’
ー

ー

4 受付印は，刑事係にある「当直受付日付印」を使用します。

■日直用の職印及び受付印唇一 ｜で保
||－ ’管しています。

《

１

ニー
１１

０

４
ｂ
ｐ
Ｎ
Ｌ

文字を訂正するときは次のようにして，その箇所に押印します。

。削るとき 八日市場簡易簡易裁判所

→ 八日市場簡易（難易=＝）裁判所

5

八日市場裁判所

勝鴛価→ 八日

八日市場蟹裁判所

。加えるとき
ー

・削って加えるとき

L率」
→ 八日市場（－蟹==）裁判所
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基本的な事務の流れ

『

ｰ

ここでは，日本人成人を被疑者とする勾留請求の場合を説明し

ます。

受付と立件

勾留質問

勾留質問後の手続

２
２

２

１
２

３

‐
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2．1 受付と立件

まず，勾留請求書の受付と立件をして，勾留質問の準備をします。

lst e■pll勾留請求書の受付と立件

（1） 勾留請求書の受付

検察事務官が勾留請求書及び記録（通常は請求書と記録は一体にな

っています。）， 勾留通知先連絡表を持ってきます。

検察事務官が持ってくる身柄カードに受領印（認印）を押し，記録等

を受け取ります。そして，勾留請求書に受付印を押します。

■■■受付印の時刻欄に受付時刻を記入するのを忘れないでください。

（2） 立件

ー

方法

早見いては，

声
」
Ｉ

一つ

表を参照してください。

S_L_ep 21記録の閲読

（1） 請求書等のコピー

請求書，被疑事実の要旨，弁解録取害を自分の控え用としてコピーし

ます（勾留予定件数が多い場合，連絡表もコヒ。－を取るとよい。）。

■■■この控えは勾留質問での被疑者が話す内容を確認するのに使

用するとともに，後日勾留通知先の人から問い合わせがある場合

に使用しますので，刑事係に引き継いでください。

（2） 請求書の審査

Caution ! 1 ! 勾留・被疑者国選事務審査表等書式ファイルにある勾留

状審査表を必ず使用してください。

’

■ヨ

チェックすべき事項等は以下のとおりです。

① 形式的事項（表題，作成日，宛名，作成者記名押印）
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② 罪名（誤字脱字，被疑事実の要旨との照合）

！■■■「暴力行為等処罰二関スル法律違反」のような，固有名詞
以外の片仮名は平仮名にしてください（「暴力行為等処罰二関

スル法律違反」ではなく，「暴力行為等処罰に関する法律違反」

になります。）。

なお，覚せい剤取締法違反は覚醒剤取締法違反と漢字の表記

に変わりました。

③ 入定事項（戸籍，在籍照会回答，免許証，捜査報告書，供述調書

等で確認）

④ 勾留すべき刑事施設（記録の最初のほうに警察が希望する留置

先が書かれた勾留等希望書がある ので，それで確認してください。）

⑤ 逮捕状記載の被疑事実と勾留請求された被疑事実に同一性があ

るか，逮捕状の有効期間内に逮捕されたか，逮捕から48時間以内

に検察官に送致手続がされたか，送致を受けてから24時間以内に

勾留請求されたか（逮捕から勾留請求まで72時間以内か），現行

犯逮捕の場合請求書にその旨記載されているか。

⑥ 被疑事実の要旨（関係証拠で確認します。このマニュアルの付録

の主な証拠一覧などを参照してください。）

⑦ 接見等禁止請求の有無（ある場合は，勾留請求書右上に赤文字で

その旨記載があり，接見等禁止請求書が1枚付いてきます。）

－－1接見等禁止請求がある場合には，第3章を参照してくださ

ー

ー

い。

⑧ 勾留通知先の確認（押送担当警察官が持ってきた勾留通知先連

絡表で確認しておきます。）

勾留状等の起案等

（1） 勾留状，勾留質問調書作成
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－ －一一コ
ｕ
△

１
１
１
１

|_ 一一’勾留状の1枚目，2枚目と被疑事実の要旨をホチキスで

とめます。

＝

|’

幽 勾留状末尾に被疑者の写真を添付する場合，勾留状の被疑者氏

名に続けて「（別添写真の男（女））」と記載します（勾留状の1

枚目，2枚目の各下部欄外，勾留質問調書，国選弁護人指名通知

依頼害等の帳票類には「（別添写真の男（女））」の記載は不要で

す。）。

■■■作成後，記録を裁判官に提出する前に，もう，回確認してくだ

さい（審査票でチェックしてください。）。

（2） 裁判官への提出

裁判官に審査票，①勾留状，②勾留請求書及び記録等，③被疑者国選

弁護人選任請求事件チェック表，国選弁護人選任請求書・資力申告書

（被疑者が同書類を提出した場合）， ④勾留通知先連絡表を提出しま

す。→裁判官が国選弁護人選任チェック表に認印を押します。

|Ste p41勾留質問の開始

(1) 検察庁への連絡

裁判官から指示があったら，検察庁に勾留質問を始める旨を（被疑者

画 P

'I ’驚蕊#患溌璽
竪埜

篝謹騨が複数の場合には順番も）連絡

■■します。
霞零騨露露蹄．
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_と－1勾留質問をする被疑者の順番は，特に裁判官から指示がない場
’合は，

恩

(2) 勾留質問室の準備

ｌ

Ｔ－

ー

勾留質問室等の電灯を点けてください。

要通訳事件の場合は，通訳人用の椅子を接見室 ’
謹蕊窯 鷺蕊簔蕊蕊､．

・百ヶ予一

惑騨“… 蕊 から運びます。季節によってはエ

アコンを入れてください。

（3）勾留質問の開始

身柄が仮監に入ると警察官力i－ 1に連絡してくるので,裁判官
と共に勾留質問室へ行ってください。

L 』
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2．2 勾麗賓鰯

実際に勾留質問に臨みます。

liS tep ll勾留質問室へ

書記官は，記録等，筆記用具（黒ボールペン），認め印，調書等を持って

いきます（接見禁止等決定がある場合は簡裁の職印も持参します。）

’ 部部屋に入ったら，

屋使用中のボタンを押します。

L言』

1S~f~& p 21勾留質問その1(入定～被疑者の言い分の聴取まで）

（1） 人定質問

裁判官が被疑者に名前や住所を確認します。

■■塵請求書と同じであれば調書はそのまま。

■■■ 被疑者が請求書と違う供述をしたときの記載例

EX. 住居について違う供述をした場合

、
’

一一

r－－－－－－－ －－－

氏名,年齢職業(曇暑)は勾留請求書記載のと
おり。

住居は○○市○○町○○一○○です。

’

‐
１

人定質問
L P

■■■被疑者の言い分と，裁判官の認定は別問題であることに注意！

。例えば，被疑者が住居を述べても勾留状では不定としたり，職業

について会社員と述べても無職としたりすることもあります。

(2) 黙秘権の告知

裁判官が黙秘権・供述拒否権の告知をします。

(3) 被疑事実の要旨の読み間け

裁判官が被疑事実の要旨を読み聞かせます。
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(4) 言い分の聴取

被疑者の言い分を聞き，調書に記載します。

13X.l 間違いない旨述べた場合（ゴム印使用）

被疑事実に対する陳述
鮮足は，そのとおり間迦､ありません

EX.2 弁解録取書と同内容を述べた場合（ゴム印使用）

|被疑事壽慰鰯異‘：乢述峨捌でォ
Iー

EX. 3 事実が複数ある場合

’被疑事実に対する陳述

I

I事実ぱ壷そのとおり間違いありません。
一一

EX. 4 記載すべきことが多くてスペースが不足する場合
l

U

被疑事実に対する陳述

裏面記載のとおり 1

－J

（裏面を別紙を付ける場合は，「別紙記載のとおり」）

Ftep31勾留質問その2(弁護人選任権の告知～勾留通知先の聴取）

（1） 弁護人選任権の告知

裁判官が弁護人選任権を告知します。被疑者国選弁護人選任につい

ての説明もします。被疑者が国選弁護人選任請求書を提出しておらず，

かつ，私選弁護人も付いていないときなどに，当番弁護士の説明を加え

る場合もあります。

（2） 勾留通知先の聴取

裁判官が勾留通知の希望の有無，通知希望先を聴取するので，調書に

記載してください。

L P
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勾留通知先連絡表を■■■Iあらかじめ警察が通知希望先を聞いて，

作ってくれるので，それを参考にします。

EX. 1 希望がある場合

|父親○○○○，住居地と同じ，（電話番号）△△△｜
|△

！
Ⅱ
０
日
８
０
８
■
Ｆ
１
■
ｆ
０
Ｄ
Ｉ
〃

『■
Ｉ

で
Ｈ
Ｉ
Ｉ
０
ｊ
Ｄ
■
Ⅱ
０
■

被疑者が指定し

た勾留通知先

希望がある場合EX.2
一

千葉県××××，（電話番号）△△△’
0

Ｉ
■
Ｉ
Ｆ
Ｐ
■
■
０
日
ｂ
町

|知人○○○○l△

被疑者が指定し

た勾留通知先ー

EX｡ 3 希望がある場合

｜
’弁護士の○○○○

I

■
▼

１
１

被疑者が指定し

た勾留通知先 ’

EX.4 希望がない場合（ゴム印使用）
0

1

被疑者が指定し

た勾留通知先 ’

必盤あ＃)ません

I’ |当番弁護士を希望します

卿 「必要ありません」はゴム印があります。また，裁判官に

よっては，希望がないときに「警察官を通してお願いします」

等と記載することがあります。

■■塵被疑者が当番弁護士を希望した場合には，備忘的に「当番

弁護士を希望します。」等の記載をし，勾留質問終了後，当番

弁護士の申し出についての連絡を行います。（同制度について

は別途説明あり）

Is tgp41勾留質問その.3(読み聞け～勾留質問の終了）

（1） 読み間け等

被疑者に対して調書を読み聞かせ，そのとおり間違いないか確認し，

L‐』

間違いがなければ，被疑者に署名，指印させてください。
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－~－1指印は左手の人差し指でさせますが，何らかの事情で左の人
差し指が使えないときは，別の指でしてもらい，その旨調書に

記載します。

EX. 1 左手人差し指欠損の場合
ﾜー 一 一

一一 →

一

,左手人差し指欠損のため左手中指で!’。
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ

↓
６
７
０
０
１
１
４
１
１
１
１
９
０
０
■

－

以上の通り読み聞かせたところ，相違ないと申立てキー

指印した。

リーー

轆牟本調書の読み聞け

と

ー

被 疑 者被疑者の署名指印ｰ 一一一一

EX,2 黙秘して署名押印を拒否した場合
~~‐1

被疑事実に対する陳述
黙して織らず

一一一一一

戸、_"ず口、ジ グヘノ 戸、ﾉ 戸～〃〆、■''角､ご" 戸、－ 戸、ジヶーグ ゲベグ 一、グ ヂヘー 戸、グ グ■、■タグ面、ｸﾉｰ､=タデヘジ ヂヘジ グヘ回〃 戸、ｰｸｰ、＝ｸ戸､三ヶ■、璋""~、■ｸﾀｰ、〆 戸､ざ 戸、‐少 〆、ｺｸｰ、ジ グ内、〆

4－
ノ|相違ないか質問したが,黙秘し･署名指印を拒否した。、■ 〆 ~

上の通り読み聞かせ （本調書の読み聞け

と被疑者の署名指

印

以

■ 』

搭鳫建た-←）

被 疑 者 ’

(2) 勾留する旨の告知

裁判官が，勾留する旨告知します。（裁判官によっては告知しない場

合もあります。）

(3) 勾留質問の終了

’’ 警察官に知らせます。警察官が入ってきたら，

被疑者を連れて行ってもらいます。

11



鯛 当番弁護士制度について

当番弁護士制度は平成24年から復活した制度で，申し出をした被疑者

について，1回だけ無料で千葉県弁護士会から派遣された弁護士が接見に

行ってくれる制度です。被疑者が当番弁護士を希望した場合には刑事係に

備え付けの「当番弁護士・私選弁護人選任の申出の弁護士会への通知簿」

に所定の事項を記載の上，千葉県弁護士会に電話で連絡します（休日は留

守番電話になりますので，通知文言に従って連絡をしてください）。なお，

被疑者国選弁護人選任申出と当番弁護士は並立しますので，国選を申し出
ヒ ワ

ている被疑者が当番弁護士を申し出ることも可能です。

ー
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2．3 勾麗質問後の手鏡

一 勾留状の決裁と審査

（1） 裁判官の決裁

裁判官が勾留状2枚目に勾留事由の号数を記入し，押印，契印，訂正

印，勾留質問調書に認印を押します。

（2） 審査票による審査

書記官室に戻り，印漏れ，記載漏れ，誤記がないかを審査票を使って

再確認します。この作業は，請求書審査や勾留状起案をした者以外の者
ー

が行ってください。

－1 調書の通知欄の印漏れを特に注意してください。

ISt ep2」勾留通知

被疑者が希望した通知先に通知をします。なお，被疑者が通知を希望し

ない場合や連絡先が分からない場合は，勾留質問調書末尾はそのままにし

ておいてください。

EX1 勾留通知を希望しない場合や連絡先が分からない場合の記載例（何

も加えない6押印もしない。）

「即日勾留通知手続（電話・郵便・不能） 同日同庁 裁判所書記官 』

ー

EX2 通知不能又は通知済の場合の記載例

↓いずれかを囲む

『即日勾留通知手続(電話 郵便｡不能）同日同庁裁判所書記官⑨』

☆ 電話による逓知

第1 電話する前に確認しておくこと

13



1 電話で通知を行う場合，裁判所名を名乗らずに相手方を確認し，被

通知者本人に直接電話口に出てもらう必要があります。

2 その際，自分の氏名を尋ねられた場合には自分の侭▲皇で対応して

ください。

3 ただし，弁護士事務所※の場合には，最初から裁判所として対応し

てよいです。

※ 被疑者にすでに弁護人が付いている場合には，その弁護人に対し，勾

留することになった事実を伝える必要があります（勾留請求書中の「4

被疑者に弁護人があるときは，その氏名」に弁護人名が記載されている

場合） ･

第2 被通知者本人が不在の場合の通知方法等

1 被通知者に家族や友人，知人等を指定した場合

被通知者本人以外には通知しないでください。被疑者が被通知者本

人以外の家族等には知られたくない等の理由で被通知者を限定してい

る場合もあるので，本人以外への通知は避けてください。

2 被通知者に弁護人を指定した場合

弁護人本人はもちろん，事務員等に伝言を頼んでも構いません。

3 留守番電話の場合

被通知者宅または本人の携帯電話の番号であるかが確認できないた

め，メッセージを残さないでください（ただし，弁護士事務所に架電し，

留守番電話で相手先が弁護士事務所であることが確認できれば

ｰ

ｰ

○K。）。

第3 通知の内容について（通知の具体例）

（通知者）

「もしもし。私○○(個人名）と申しますが，△△さんのお宅（携帯電話）

でよろしいですか？」

14



(相手方）

A「はい，私が△△ですが。」

→被通知者に繋がった場合。A'のとおり通知する。

B「はい，△△の家ですが，△△は不在にしています。どちら様ですか？」

→被通知者に繋がらない場合。以下のとおり。

「私は○○（個人名）と申します。この連絡ですが，ご本人様にでない

とお伝えできない事項になりますので，すみませんが，このまま失

礼いたします。」 → 通知は終了

さ･らに…（住所が分からない場合)

・通知不能として勾留質問調書に記載する。

（住所が分かっている場合）

・郵便で通知を行い，勾留質問調書に通知済みの押印をす

ｰ

る。

A'被通知者に繋がった場合

「☆☆（被疑者）さんの□□（被通知者との続柄）ということでよる

しいですか？」

「ご本人からあなたに連絡して欲しいという希望がありましたの

で，お電話をしているのですが，こちらは八日市場簡易裁判所の書記

官の○○と申します。」

「本日，この八日市場簡易裁判所から，☆☆さんを◇◇◇◇◇(罪名）

の疑いで勾留するという決定が出されました。」

「場所が××××警察署になります。期間は本日から数えて10日間

になりますが，さらに必要な場合には，さらに最大10日間の延長が

されることがあります。」 → さらに接見禁止の有無で次の①ま

たは②へ進む。

① 接見禁止決定がついていない場合

ｰ

15



「この件で，ご本人と面会をすることは可能です。ただ，その際に

はあらかじめ，××××警察署の留置係に連絡をしてもらい，その面

会の時間について打ち合わせてもらった方が，スムーズに進むかと

思います。

「着替え等の差し入れも出来ると思いますので，それらの点も含め

て，××××警察署に問い合わせてみてください（××××警察署の

電話番号は分かりますか？と聞くとより親切。）。」

「こちらからの連絡は以上となります。」

－－－1面会の時間等を打ち合わせておくとよいのは，取調べなどの都合で，急

に面会に行っても，すぐに面会できない場合があるためですら

② 接見禁止決定がついている場合

「この件では，☆☆さんは弁護人以外の方とは面会出来ない決定が

されています（除外事項がある場合は，除外対象者について伝える。

少年の勾留の場合※など。）。」

「ただし，着替え等の差し入れはできますので，差し入れをお考え

の場合は，××××警察署に問い合わせてみてください。」

「こちらからの連絡は以上となります。」

※「ただし，両親のみは面会が認められています。」 などと伝えてください。

～ さらに説明を求められた場合（よくある質問の回答例）～

。「今後，☆☆はいったいどうなるんですか？」

「今後の処分については，裁判所では分かりません。勾留が延長され

るかどうかも含めて，現時点では分かりません。」

。「◇◇◇◇◇(罪名）と言っていたけど，☆☆は何をしたのか？」

「申し訳ないのですが，事件の内容，どのようなことをしたのか（被

疑事実の要旨）については，こちらから伝えることは出来ません。

このため，面会などをしていただいて， ご本人から直接，聞いてい

ｰ

ー
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ただくことになります。」

4 その他の注意事項

1 通知に際し，事件の内容については，一切触れてはいけないので，

警察や検察庁に問い合わせてもらうようにしてください。

2 後で，着信履歴から問い合わせがあった場合，被通知者本人からの

電話であれば回答して構いません。

☆ 普通郵便による通知

第4

区 P

｜
I

を使用し，帳簿に記載しま郵便切手は，

す。

※刑事係の手続では当日の郵便の集荷に間に合うのなら後納郵便で

送付し，間に合わなければ郵便切手を庶務からもらって送付します。

嵐急ぎなので,必ずその日のうちに発送してください。
… 勾留状の発付唖

ー

｜－－1(1)

’
(2) 検察庁への送付

勾留状，勾留質問調書 記録等，

件関係送付一覧」等を，風呂敷等を

’ ｢事

て’ ’ に持って風呂敷等を使用し

行きます。

※勾留通知をした場合などは，後で確認できるように勾留質問調書

のコピーを取っておくと良い。

(3) 発付

17



らいます。記録等と勾留状を渡し，事件関係送付一覧に受領印をも

施錠等

勾留質問室，身柄出入口の見回り，施錠，消灯をしてくださ

Is

い。

L‐』

L 」
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一一一

－』我q里hLでq …b歩

I

も
，
‐

箆一a_篁
､

－

通常と異なる手続

外国人や少年の勾留について説明します。戸こでは，接見等禁止，
ｰ

接見禁止請求（認容）

接見禁止請求（却下）

被疑者が外国人の場合の処理

被疑者が少年の場合の処理

１
２

３
４

５

●
●
●
舎
■

３
３

３
３

３

勾留却下

ｰ

’
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。1 接見禁止鮪求（認容）

立件等

（1） 受付

接見等禁止請求書に受付印を押します。

（2） 立件

乱
睡

’ 方

早見表を参照してください。法については

(3) 請求書の審査

請求者の印が漏れていないか，接見禁止の対象から除外されている

人が追加されていないかを確認してください。

覇■■I選挙管理委員会からの通知を除外したり特定の親族を除外
する旨の請求になっている場合があります。

ー

■■(4)

’

一 I成人，少年，外国人で用紙が違うので注意してください。

（5） 決裁

裁判官に記録，勾留状等と一緒に決定書原本，接見等禁止請求書

を提出します。

送達

(11 被疑者への送達

勾留質問後被疑者に謄本を1通交付し, 送達報告書に署名指印を

ー

IS

してもらいます。

■I■■勾留質問中のどの段階で被疑者に謄本を渡すかは,裁判官によっ

て違うので指示を受けてください。また，受領拒否の場合でも差し

置き送達はできません。その場合には平日に特別送達するので，刑

20



事係に引き継いでください。

（2） 検察官への送達等

検察庁に勾留状を交付する際に謄本を2通交付し，決定書原本下部

の「検察庁に送付済み 裁判所書記官」のところに押印します。なお，

請求書，決定書原本，送達報告書は裁判所で保管します。

Ete園 事後処理

（')’ ！’

’
ヒー声

(2) 記録の編成等

請求書，決定書原本，送達報告書のII1

に引き継いでください。

※刑事係で接見禁止等請求事件記録綴り

刑事係送達報告書の順番でホチキスでとめ，

に綴ります。

区･ワ
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2 接見禁止鮒求〈却下）霊

S t eE__理 立件と決裁

3．1のSteplと同じです。

gt ep21却下決定書の起案

（1）却下決定書の起案

裁判官から接見禁止請求を却下する旨の指示が来たら，請求書余白

部分に以下のゴム印を押します。

’

｜

’

ｲ蝋;i ii5液を却ドする
"!1 11
､Ij O鯖 年 jj
,､1I肺』,鍔簡易識測り糠
欺 剥"向

ｰ

I1

’
一一

■I■■同様のゴム印で地裁用のものもあるので，間違えて押さないよ

うに注意してください 。

（2） 決裁

裁判官の記名印を押した上で，裁判官に日付と理由（「必要なし」等。

裁判官に確認します。） を記載，押印してもらいます。

iS_i e p 31決裁後の処理

(')|蕊
L一ロ

|

I

’

(2) 検察官への連絡

記録等を持つ て行く前に，速やかに検察庁に接見等禁止請求が却下

された旨を電話連絡して，準抗告の有無を必ず確認してください。

(3) 交付

請求書を検察事務官に渡し事件関係送付一覧に受領印をもらいます。

■■■検察官から準抗告の申立がされた場合には,地裁庶務課長又

は刑事主任書記官に連絡してください。
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3．3 被疑者が外函人の譜合繊処理

ここでは，日本人成人の場合と異なる点を説明します。

IP｡intlj受付と立件で異なる点

（1） 通訳人の確認

検察庁の弁解録取書を参照して，通訳人を確認します。 （弁解録取

書の作成に立ち会った通訳人が勾留質問でも通訳を務めます。）

※事前に検察庁に問い合わせてもよい。

－ I(2)
画P l

岸見表を参照してください。

を ’

1

→通訳人尋問調書，宣誓書，立会票，通訳料請求書

(3) 勾留質問前の準備

勾留質問が始まる前に通訳人に来てもらい，勾留質問調書記載の通

訳人の入定事項の確認をします。違っている場合は，正しいものを作成

します。確認が終われば，通訳人尋問調書 宣誓書，通訳料請求書に署

名(ﾌﾘｶ．ナ)，押印（請求書は住所も記載。請求書は押印が不要の取扱い

になりました。）してもらいます。旅費については通常検察庁で支給す

るため旅費請求書は原則不要です。

通訳人尋問調書と宣誓書は合綴し，契印します。

n 特に八日市場が初めての通訳人のときは，振込先の口座を忘れ

ずに聞いてください。

ー

※
’

以前も通訳料を請求したことのあ
､

じ口座に振り込むのであれば請求る通訳人の場合は，以前と同じ口座に振り込むのであれば請求

書の口座番号の欄に入力がなくても支給に問題ないとのことで

す。
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－ －1通訳料請求書は通訳入ごとに作成します（被疑者が複数名で，
同じ通訳人が通訳した場合は，通訳料請求書は1枚で○Kです｡）。

IF.i閥 勾留質問で異なる点

（1） 宣誓宣誓

最初に通訳人に宣誓を
－

してもらいます

ｊ
ｌ

(2) 勾留質問手続中

被疑事実の要旨や，弁解録取書などを必要に応じて通訳人に示しま

す。また，通訳料支給の都合上，勾留質問の開始時刻，終了時刻を控え

ておきます。

ｰ

一

唾

I

(3) 通訳人尋問調書の作成

通訳人尋問調書は，宣誓書を合綴し書記官の認印で契印し，裁判官

の認印をもらい，勾留状等とともに検察庁に交付します。

(4) 勾留通知

電話で連絡する場合には日本語による通知しかできないので，通知

先が外国人の場合には，日本語が通じるかどうかを確認し，通じないの

であ､れぱ通知先を変えてもらうか，郵便によるか，通知できない旨を伝

匡丁。

えてください。

(5) 領事機関通知

警察，検察での捜査段階で領事機関通知の機会を与えていない場合

24



には，勾留質問時に被疑者に領事機関通知の希望の有無を確認する必

要があります。希望の有無（国籍によっては要請の有無にかかわらず）

によって後記Point3に従い，領事機関通報の手続をとってくだ

さい。

ー －a勾留質問後の処理で異なる点

(1) 領事機関通知

① 被疑者の国籍の確認

被疑者の国籍がウィーン条約締結国かを Iこある

＝

「領事機関通報」ファイルで確認します。

■■以下は条約締結国であることを前提にしています。
② 被疑者が領事機関通報を希望した場合

通報通知書（「貴国国民の身柄の拘束について」）に拘束した年月

日，被拘禁者氏名，拘束の種類（＝勾留），拘束場所の所要事項を記

載し，書記官名下に職印を押印します。

Ｄ
Ｂ
Ｕ
Ｊ
６
１
１
ｌ勾留通知用の郵便切手を使用し， 封

筒に切手を貼り付け，郵送で領事機関に通知します。

領事機関の住所等は同ファイル中の在日外国公館リストを参照し
ー

てください。
■

なお，封筒裏面にゴム印を使用するなどして
’

繍驫” 蟻

と表示します。

通知後，被疑者が留置されている警察に対し，領事館通報を行った

旨を伝えます。

通報の要請に関する照会。回答の要旨または勾留質問調書の余白に

「00. 00．00(年月日）通報済み, 00, 00, 00 (年月日）

領事館通報した旨，○○警察署長（ただし，留置場所が「千葉県警察

本部の場合には千葉県警察本部留置業務管理者」）に通知済み」と記

25



載し，書記官の認印で押印する。

■■ 国籍がウィーン条約締結国だが，リスト上日本に領事機関が

設置されていない場合（北朝鮮など）は，その後領事機関が設

置されたか最高裁刑事局第二課に問い合わせる必要があるの

で，刑事係へその旨引き継いでください。

③ 被疑者が領事機関通報を希望しない場合

被疑者の要請の有無にかかわらず通知をする必要がある国があり

ます。その場合には領事関係に関するウィーン条約締約国一覧表を

確認し，以下の分類にしたがって領事機関通報をしてください。

。国籍がロシア等の場合（締結国一覧表に◎がついているもの）

被疑者の要請の有無にかかわらず，必ず通報し，最高裁刑事局第

二課に報告します。休日の場合には最高裁への報告は平日に行いま

すので，刑事係に引き継ぎをお願いします。

‘国籍が中国，英国の場合（締結国一覧表に○がついているもの）

被疑者の要請の有無にかかわらず，必ず通報してください。

■■I■要請の有無にかかわらず通報が必要な国(上記◎や○の国）

であっても，捜査機関の段階で通報を行っていれば，通報する

必要はありません。

・その他，一覧表で△や★の場合には，刑事係に引き継いでくださ

い。

(2) 勾留通知

通訳人に勾留通知の電話を通訳してもらう取り扱いはしていませ

ｰ

ｰ

んc

■■勾留通知の翻訳文はあるので,それを添付して郵送します｡(■
’

|謹蕊T_］ ただし，接見禁止の有無は翻訳がありません）
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3．4 被疑者が少年の塀合の処理

ここでは，成人と異なる点をあげます。

IPo i nt11受付と立件で異なる点

基本的に成人と同じです。異なる点，注意点は以下のとおり

（1） 接見等禁止決定

です。

接見等禁止決定は少年用にな'ます｡’ ’
際に正しく選択してください。

■■■接見禁止が除外される者として「親権者たる父母」が追加されて
います。ただし，接禁の請求書や身柄関係の書類で親権者が1人の

場合や父母以外の者になっている場合には，裁判官に確認の上，決

定書を適宜変えるなどしてください。

(2)やむを得ない場合であること（少年法48条1項）

少年の場合は，やむを得ない場合でなければ勾留状を発することがで

きないため ，場合によっては勾留に代わる観護措置をとる場合がありま

す（やむを得ない場合について，令状基本問題上49問参照）。この場合

には，勾留に代わる観護措置マニュアルを参照してください。

J－－1観護状を発付する場合に勾留請求を明示的に却下するかどうか
は，裁判官に確認してください。検察官に予備的に観護措置請求を

してもらい，明示的に勾留請求を却下した上で観護状を発付する裁

判官が多いようです。観護状の発付によって勾留請求が却下された

ことが明らかであるとして，明示的な勾留請求却下決定はしないと

ｰ

■ 。

いう考えもあります。

(3) 収容場所

勾留の際，収容場所を少年鑑別所とすることができます（少年法4

8条2項）が，ただし少年鑑別所に了解を得る必要があります。

また，収容場所についての警察の希望が書かれた留置等希望書に，成
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人と少年を別に収容できる旨の記載がない場合には，検察官に補正さ

せてください。

（4）罰金以下の刑の場合

罰金以下の刑については，少年の身柄拘束はなるべく避けるべきと

されています（犯罪捜査規範208条）。特に保護事件として終結する

ことが確実なこの種の事件の場合には，身柄拘束には慎重な運用が要

求されていますので，注意してください。

晒司ヌー『21勾留質問で異なる点

特にありません。

園｡ 勾留質問後の処理の段階

ー

勾留状のコピー

り，刑事係に引き継いでくだ裁に渡すための勾留状のコピーをと家

さい。

コプ

28



3．5 嬉播餓求却下

IS~t e"11決定起案前の準備

（1） 裁判官の指示

勾留質問■こ,裁判官から勾留請求却下の指示があります。
(2)■■■■身柄引受書■Ⅱ■

被疑者を

.死

弓』

'』I

，身柄引受

人を呼んで身柄引受書を提出してもらうかを裁判官に確認します。こ

れらについて裁判官の指示がある場合には, Step2以降を参照し，

再質問や身柄引受書が不要である旨の指示がある場合には, Step

ー

4以降を参照してください。

’■■■■を行わずに,‘
うこともあります。

|, 一｜
'‘'■■■

勾留質問室において，被疑者

t ep2の手続を行勾留質問と同時にS

■ロ

’’(2)

｜には受け取った後受
付印を押します。

■■■勾留･被疑者国選事務審査表等書式ファイルの中にひな形が

あります。

29



身柄引受

（1） 身柄引受人への連絡

身柄引受人に電話で次の事項を連絡します。

① 勾留請求を却下する可能性があるので，身柄を引き受けてほしい

こと。

② 裁判官と面接をし，身柄引受書を提出してほしいので，すぐに裁判

所に来てほしいこと。

l■■■到着予定時刻を確認してください。

－1身柄引受人と連絡が取れない場合やすく．に来庁できない場

合は，裁判官と相談してください。

③ 身分証明書（免許証，保険証等）， 印鑑を持ってきてほしいこと。

（2） 身柄引受人との面接

身柄引受人が来庁したら，4階準備和解室等で裁判官と面接をさせ

る場合があるので，その際は書記官も立ち会ってください。

（3） 身柄引受書の提出

身柄引受人に身柄引受書を記載してもらいます。

‐－－－1勾留｡被疑者国選事務審査表等書式ファイル内にひな形があ

ります。

（4） 身柄引受人に対する指示

被疑者は検察庁で釈放されるので，身柄引受人には検察庁で待機す

るよう連絡します。

St自画4]決定書の起案と決裁

（1） 決定書の作成，引き継ぎ

勾留請求書の余白に以下のゴム印を押します。

ー

ー

’
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m 同様のゴム印で地裁用のものもあるので，間違えて押さないよ

うに注意してください。

（2）決裁

裁判官の記名印を押した上で，裁判官に日付と理由（「必要なし」等。

裁判官に確認します。） を記載，押印してもらいます。

SteP副 決裁後の処理

（1） 勾留質問調書等の処理

E‘P

’

勾留質問調書身柄引受書’

鶏
無

恥ユ

識
竺一

懸
垂

螺
竺垂。』
ＱＰ－上

総
》

錨
。

４キレも

’(2)

１
４
１1

1
卜

(3)検察庁への記録等の引継ぎ

却下の場合は，速やかに検察庁へ連絡を行います。

’11蕊懲鱗議鰯灘鶴蕊蕊鍵 事件関係送

，受領印を

勾留請求書，記録，

付一覧を持って■■｜ |こ行き,記録等を引き継いで，
ー

受けてください。

m 検察官から準抗告の申立がされた場合には,地裁課長又は刑事主

任書記官に連絡をして下さい。
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罪名別主要な証拠一覧

勾留請求の審査にご利用ください。

ｰ

ｰ

32



罪名別主要な証拠一覧

一
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一
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書
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獅
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書

一窄撰
一一櫓

述
ｊ
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書

告
死
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1

1

1

死傷ｰ

鷺競喜憶 鰯騨…
特 別 法

供述調書

酒気帯び現達手続書現認報告書鱈酔い摺気帯び鑑識ｶｰﾄ,供l
J

I述調書

｜現逮手続書,現認報告書,免許照会回答書,供述調書無免許 一」無免許

無車検 ■ロ|現逮手続書，現認報告書，車検証，供述調書
T－－－－ ‐

|現逮手続書些現認報告書』_逵査事項照会回答書,供述鐘
| ｜

鑑定書,供述調書 一_」
T一一一一

膣定書,現逮手続書,差押調書,供述調書 一一

|供述調書｡鑑定書

:ゞ鵜-‘…､…-…"…’

｜ ,

ｰ

’
1

|現達拳続害現認報菅書写真撮影報告書鑑定書供逮；
|調書 一一_」

|銃刀法
’

イ
,

１
１
１|児童買春｜被害届，戸籍謄本,供述調書
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